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Ⅰ　は　じ　め　に

　「電子レセプトによる保健・医療統計の改善に向
けて－「電子レセプトを用いたレセプト統計の改善
に関する研究」の概要（その 1）－」（本誌28年 3 月
号）1）（以下，前稿）では，電子レセプト統計につい
て，社会医療診療行為別調査の向上のため，新たな
期間統計の方法による診療エピソード統計を提言し
ている。そして，その統計の概念規定や計算方法の
詳細，さらには全国健康保険協会のデータを用いた
統計作成のデモンストレーションは別稿で紹介する
としており，本稿はその別稿にあたる。本稿では，
・ これまでのレセプト統計の考え方・分析方法と患
者単位，患者の動向分析のための統計としてみた
時の課題
・ 期間統計の方法による診療エピソード統計の考え
方・分析手法の概要
・ 全国健康保険協会のデータを用いた統計作成のデ
モンストレーションの方法と結果
を述べる。
　現在，医療提供体制の分野では地域医療構想とそ
れを含む医療計画が，また，医療保険分野では医療
費適正化計画があり，その医療費適正化対策の一つ
として保健分野の特定健康診査・特定保健指導が実
施されている。さらに，各医療保険者はデータヘル
ス計画を策定し実施することとされている。これら
の施策にレセプトデータを活用するとされていると
ころであるが，期間統計の方法による診療エピソー
ド統計は，従来のレセプト統計と異なり，患者単位
で，患者の発生・受診の継続・受診の終了といった
患者の受診動向を把握できるため，医療提供体制・
医療費・保健の各分野との関連づけが容易であり，
これらの政策立案・実施状況把握・評価にも有用と

考えられる。

Ⅱ　 これまでのレセプト統計の考え方・
分析手法と課題

　電子レセプト導入以前のレセプト統計は，大量の
紙レセプトを処理するという制約と審査支払優先の
ため，毎月得られるデータはレセプト件数，診療実
日数，点数（医療費）に限られ，それらを用いた統
計であり，以下の 2つの考え方により構築されてい
る。その 1番目の考え方は，
・ 1 枚のレセプトは，医療機関が暦月 1カ月中に対
応した患者ごとの入院，入院外，歯科別の調査票
であり，記載されている診療実日数と点数は調査
票の調査項目と考えること

であり，レセプトを調査の調査票と考えるものであ
る。
　具体的には，この調査では，レセプト件数は標本
数（調査票枚数に相当），診療実日数・点数（医療
費）は調査項目であり， 1件当たり日数・ 1件当た
り点数は，診療実日数・点数を件数で割った標本平
均である。
　 2番目の考え方は，
・ 医療保険の実務では， 1日の入院，あるいは 1回
の外来受診で初めて点数（医療費）が算定される
こととなっており，レセプトは，この実務に基づ
き記載されること

であり，調査項目である点数（医療費）の合計を調
査項目である診療実日数の合計で割った受診 1回
（入院 1日）当たりの医療費（ 1日当たり医療費）
に意味がある。
　この 2つの考え方に基づき集計項目を整理して，
医療費を
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外来医療費の診療エピソード統計について

－「電子レセプトを用いたレセプト統計の改善に関する研究」の概要（その 2）－

村
ムラ

山
ヤマ

　令
レイ

二
ジ
＊ 1　仲

ナカ

津
ツ

留
ル

　隆
タカシ
＊ 2　伏

フシ

見
ミ

　惠
ヨシ

文
フミ
＊ 3　野

ノ

々
ノ

下
シタ

　勝
カツ

行
ユキ
＊ 4

＊ 1健康保険組合連合会参与　＊ 2前全国健康保険協会本部企画部調査分析グループ長　＊ 3龍谷大学社会学部教授

＊ 4前健康保険組合連合会参与



―　 ―41

第63巻第 4号「厚生の指標」2016年 4 月

　医療費＝件数× 1件当たり医療費 　（調査項目の平均と合計の関係）

　　　　＝件数× 1件当たり日数 × 1日当たり医療費  （医療保険の実務を反映）（Ａ）

と表すことが行われている。医療費の，対象者数の
規模による差をなくすため，全体を医療費の対象者
数で割った 1人当たり医療費を考え，

　 1人当たり医療費＝受診率× 1件当たり日数 × 1日当たり医療費  （Ａ）‘

としたものを「医療費の 3要素分解」という。受診
率は件数を対象者数で割ったものである。
　さらに，レセプト統計の診療実日数と点数の関係
は，医療提供側からみれば，診療実日数は「その月
の各暦日において医療を提供した患者数の合計（延
人数）」で， 1日当たり医療費は「患者 1 人 1 日
（回）分の費用」であって，「数量」と「単価」の
関係にある。このため，医療費を
　医療費＝診療実日数× 1日当たり医療費 （Ｂ）

と表すことも，行われている。これは，（Ａ）にお
いて，
　件数× 1件当たり日数＝診療実日数

の関係を用いたものである。
　これまでのレセプト統計による分析は，（Ａ），
（Ａ）‘の 3 要素分解あるいは（Ｂ）の 2 要素分解に
より行われているが，いずれも，患者単位，患者の
発生・受診の継続・受診の終了といった患者の受診
行動の把握という観点からは難点があるといわざる
を得ない。
　例えば，（Ａ）では，件数は前月からの診療継続
患者と当月新規患者の合計であり，件数が減少して
も，継続患者が減少したのか新規患者が減少したの
か不明である。また，（Ｂ）では，診療実日数は延
患者数であり，例えば入院の診療実日数が減少した
のは入院延患者数が減少していることはわかるが，
長期入院の患者が減少したのか，新規入院が減少し
たのか不明である。
　この結果，入院 1日当たり医療費が患者の受診行
動と結びつけられず，前稿で指摘したとおり，患者
の受診動向という観点からみた医療費の動向分析と
して課題があると考えられる。

Ⅲ　 期間統計の方法による診療エピソード
統計の考え方と分析手法の概要

（ 1）　診療エピソード統計とコホート統計・期間統
計の概念

　医療保険制度は，患者の立場からみれば，「受診
の開始」「受診の継続」「受診の終了」という診療エ

ピソードであり，その診療エピソード単位の費用が
患者単位でみた医療費である。
　受診の発生動向や診療の継続期間の把握は，医療
保険加入者の疾病予防や重症化予防のアウトカム評
価の一つと考えられ，診療エピソードという見方は
重要である。
　患者の診療エピソードは複数の月にまたがること
もあり，レセプトが 1カ月単位で作成・管理される
ため，紙レセプトの時代は，個人単位のエピソード
を把握することは，データを電子データへ変換する
作業コストも含め，難しかった。しかしながら，電
子レセプトでは，月単位ではあるが，すでに電子
データなので変換処理は不要であり物理的扱いも容
易であるため，原理的には，診療エピソードの把握
とその統計取得は格段に容易になったと考えられる。
とはいうものの，電子レセプトが紙レセプトの情報
形式を引き継ぎ，レセプト本来の目的である審査支
払いに適するよう設計されていることもあり，電子
レセプトデータを個人ごとの診療エピソード単位に
整理し把握することは，未だ，一般的にはなってい
ない。
　今後は，新たに追加された日計表など電子レセプ
トの特長を生かして電子レセプト統計を扱う経験が
蓄積され，電子レセプトの処理が標準化され，医療
保険者の変更があっても引き続き個人単位・時系列
でデータを追跡することができ，診療エピソード統
計が一般的になり発展することが期待される。
　このように患者個人を時系列で追跡して診療エピ
ソードを把握する方法は，コホート統計（cohort 
statistics）と呼ばれる。例えば，特定の入院患者に
着目し，新規入院から入院継続・退院までの経過全
体を把握する方法である。実例として厚生労働省の
患者調査において，調査月（ 9月）に退院した患者
について，入院してから退院するまでの日数，つま
り在院日数を調べることがあげられる2）。
　一方，入院患者の診療エピソードを把握するのに
別の方法もある。ある特定の日の入院患者全体を調
べることとし，その日が入院初日の患者の状況，そ
の日が入院 2日目の患者の状況というように，特定
の日までの在院日数に応じて入院患者全体を区分し，
区分ごとの状況を集計し，その統計を，入院初診日
の患者全体の新規入院から入院継続・退院までの経
過であると考える方法である。実例として，厚生労
働省の病院報告における期間統計による平均在院日
数の計算がある。その計算の考え方は，ある特定の
暦日に入院している患者全体をその日までの在院日
数により区分し，区分ごとの人数を数える。そして，



―　 ―42

第63巻第 4号「厚生の指標」2016年 4 月

その在院日数ごとの患者の人数を，その暦日に新規
入院した患者が，その在院日数まで入院していたと
した場合の人数とみなす。そして，その暦日の在院
患者数の合計をその暦日に新規入院した患者の人数
で割ると在院日数の平均，つまり平均在院日数が得
られる3）。
　この方法による他の実例として平均寿命がある。
平均寿命は，日本人全体について 1年間の年齢別死
亡率を調べ，生まれた赤ちゃんがその年齢別死亡率
にしたがって死亡していくとしたら平均何年生きる
ことになるかを計算したものである4）。
　一般にこの方法は， 1日あるいは 1カ月や 1年間
という期間の集団の統計について，その統計をこれ
までの経過期間により区分し，初日に区分された集
団の，ある期間が経過したあとの状態がその経過期
間区分の集団の状態であるとみるもので，その統計
に従って経過していくとしたものをエピソードとみ
るという見方で，期間統計（period statistics）と
呼ばれる。
　平均寿命は期間統計が一般的だが，コホート統計
と期間統計の両方が用いられている良く知られた統
計は，合計特殊出生率（Total Fertility Rate：
TFR）であり，コホート合計特殊出生率，期間合
計特殊出生率と呼ばれている5）。入院の平均在院日
数も両方用いられており，患者調査はコホート統計
であるが，病院報告（厚生労働省）や，診療報酬算
定上の入院基本料の平均在院日数の基準，介護保険
施設の平均在所日数6）も基本的に上記で述べた期間
統計である。
　実際の診療エピソード統計はコホート統計である
にもかかわらず，期間統計も考えるのは，いくつか
理由がある。
　 1番目は，前稿でも指摘されているように，医療
保険では 2年に 1回， 4月に診療報酬改定が行われ
ることへの対応である。診療報酬改定では，診療行
為ごとの点数が改定されるだけでなく，診療行為の
統合・分割・新設，点数算定ルールの変更といった
ことが一斉に行われる。このため，改定時期をまた
いで受診している患者の状況を追跡しようとすると，
改定時期で大きな不連続がおきるので，何らかの方
法で改定前後の統計を接続する必要がある。どう接
続するかには様々な考え方がありうるため，コンセ
ンサスを得る必要がある。制度改正の施行時期をま
たいだり，患者一部負担割合が変化する70歳をまた
いだりする場合も同様の問題がある。
　 2番目は，診療報酬改定がない期間であっても，
医療技術の普及や新たな検査や新薬が登場しており，

例えば本日入院した患者が今後うけるであろう検
査・治療・投薬は，これまでに退院した患者が受け
たものより進んだものである可能性が高い。この患
者がうける最も可能性が高いものは，本日現在入院
している患者全体が受けているものであり，期間統
計により得られる診療エピソードであると考えられ
ることである。例えば，平均寿命についても，死亡
率はそのときの保健医療福祉の水準に大きく依存し，
保健医療福祉の水準は毎年改善しているので，平均
寿命は現在の保健医療福祉の水準を反映した期間統
計が最適である。
　 3 番目は，統計実務上の理由である。レセプト
データが暦月単位で作成されている現在の状況では，
期間統計の基となるデータは，コホート統計の基と
なるデータに比べ，詳細なデータを大量かつ容易に
短期間で把握できることである。
　また，コホート統計ではその診療エピソードが完
了するまで追跡する必要があり，データを得るのに
時間がかかる。現状を踏まえ出来るだけ速やかに対
応しようとすれば，早く結果が得られる期間統計の
方が有利である。平均寿命や合計特殊出生率を考え
れば，理解されよう。
　以上のように，医療保険加入者の疾病予防や重症
化予防のアウトカム評価，PDCAサイクルへの活用
という観点から，期間統計による診療エピソード統
計を考えるものである。

（ 2）　期間統計による診療エピソード統計作成の考
え方

　期間統計による診療エピソード統計は，患者単位，
患者の動向という視点からの 3つの考え方に基づい
て作成される。
　 1番目の考え方は，患者の受診開始・終了という
フローと，受診継続のストックを意識するので，
「ストックの差はフロー」という恒等式を用いるこ
とである。
　これは，患者の動向についてある時点（24時現
在）の患者数と，一定期間の新規患者数・受診終了
患者数を考えるということであり，入院患者数でい
えば，
「特定時点から
一定期間経過
した後の時点
の在院患者数」

－「特定時点の在院患者数」＝
「その一定期間
の新規患者数」－

「その一定期間
の退院患者数」

である。
　この恒等式を， 1カ月単位で前月末の患者数と当
月末の患者数，当月中の受診開始患者数，最終受診
患者数に用い， 1日単位で前日24時現在の患者数と
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当日24時現在の患者数，当日の受診開始患者数，最
終受診患者数に用いる。
　なお，患者の立場で考えているので，外来のある
時点の患者数とは，「当日受診したかどうかに関係
なく通院継続中のその時点（24時現在）の患者数」
で，例えば「月末通院患者数」などと呼ぶ。厚生労
働省の国民生活基礎調査における通院者数に相当す
る7）。
　 2番目の考え方は，医療保険制度の実務であり，
2つある。
　一つは， 1日の入院，あるいは 1回の外来受診で
初めて点数（医療費）が算定され，レセプトはこの
実務に基づき記載されることであり，これまで同様，
1日当たり医療費を考えるということである。
　もう一つは，暦月の診療実日数はその月の各暦日
の診療実日数の合計であって，ある暦日の診療実日
数はその日の延患者数であるが，患者の動向という
観点から，「その日の延患者数を，その日の受診開
始患者分と前日からの受診継続患者数に分けるこ
と」が必要である。
　医療保険の実務においては，入院では，その日の
診療実日数は，当日の新規入院患者数と前日24時現
在入院していた患者数の合計である。一方，外来で
は，その日の診療実日数は，当日の初診患者数と，
前日24時現在の通院継続患者のうち当日受診した患
者数である。
　この実務に基づき「特殊再診率」「合計特殊再診
率」という概念を導入する。
　前日24時現在の通院継続患者のうち当日受診した
患者数は，前日24時現在の通院継続患者数に当日受
診した患者数の割合を乗じたものと考えることがで
きる。この割合を，その日の「特殊再診率」と呼ぶ。
特定年齢の出生率をその年齢の「特殊出生率」と呼
ぶのにならっている。
　そして，15歳から49歳までの特殊出生率の合計を
「合計特殊出生率」と呼ぶのにならい，ある月の暦
日の初日から末日までの特殊再診率の合計をその月
の「合計特殊再診率」と呼ぶ。
　「特殊再診率」は入院についても考えることが出
来るので，入院でも「特殊再診率」「合計特殊再診
率」と呼ばれるが，上記の医療保険の実務からは，
入院では，特殊再診率は常に 1で，ある月の合計特
殊再診率は常にその月の暦日数であり，新たな統計
は不要である。一方，外来の合計特殊出生率はこの
ような事情になく，別途把握が必要である。いずれ
にせよ，患者の受診発生，受診継続という患者の受
診動向を表現するには，特殊再診率の導入が不可欠

である。
　詳細は文献8）にゆずるが，上記の 2 つの考え方を
用いると，レセプトの件数，日数を用いて，入院で
は，暦日数の合計特殊再診率も用いて，推計新規入
院患者数，推計月末在院患者数が得られる。外来で
は，別途把握した合計特殊再診率も用いて，推計初
診患者数，推計月末通院患者数が得られる。また点
数（医療費）により， 1日当たり医療費を得る。
　 3番目の考え方は，平均在院日数や平均寿命の計
算でみたように「ストック統計（ある時点の状態統
計）をフロー統計（ある期間の発生統計）で割って
平均値を得る方法」の適用である。
　この方法を日数以外にも用いて，上記で得られた
入院の推計新規入院患者数，外来の推計初診患者数
により，日数や点数（医療費）を割り算して，入院
の推計平均在院日数，推計 1入院当たり医療費，外
来の推計平均通院日数（推計平均通院回数），推計
1通院期間当たり医療費といった患者単位の統計が
得られる。
　外来の推計平均通院日数は初診から最終受診まで
に実際に受診した回数であり，受診と次の受診の間
に間隔がある。患者の立場では受診しない期間も病
気なので，受診しない期間も含んだ初診から最終受
診までの暦日の日数は病気中の期間として推計平均
通院期間とよばれ，推計平均通院日数とは区別され
る。入院では同じ推計平均在院日数である。ある月
の合計特殊再診率は，その月の初日から末日まで最
終受診せずに通院するとした場合の平均通院回数で
あり，推計平均診療間隔はその月の暦日数を合計特
殊再診率で割ったものであるから，推計平均通院期
間は

　推計平均通院期間＝（
推計平均
通院日数－ 1）×

推計平均
診療間隔＋1

として計算される。
　以上から，従来の 3要素分解等に対応する， 1カ
月の期間統計による診療エピソード統計の分解式は，
入院では
　医療費＝推計新規入院患者数 × 推計 1入院

当たり医療費 （上記（Ｂ）に対応）

　　　　＝推計新規入院患者数 ×推計平均在院日数×
1日当たり
医療費 （上記（Ａ）に対応）

　入院日数＝推計新規入院患者数 ×推計平均在院日数 （新しい関係式）

　推計月末在院患者数 ＝件数－推計新規入院患者数  （新しい関係式）

外来では，

　医療費＝推計初診患者数 ×推計 1通院期間当たり医療費  （上記（Ｂ）に対応）

　　　　＝推計初診患者数 ×
推計平均
通院日数×

1日当たり
医療費  （上記（Ａ）に対応）
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　　　　＝推計初診患者数 ×推計平均通院期間×
推計平均通院期間
1日当たり医療費 （同上）

　外来日数＝推計初診患者数 ×推計平均通院日数 （新しい関係式）

　 推計月末
通院患者数＝件数－推計初診患者数 （新しい関係式）

　推計平均診療間隔＝暦日数／合計特殊再診率 （新しい関係式）

　推計平均通院期間＝（
推計平均
通院日数－ 1）×

推計平均
診療間隔＋ 1  （新しい関係式）

　以上の分解式とその各要素をみると，件数は新規

患者分と継続患者分に分解され，日数は推計新規入
院患者数・推計初診患者数と推計平均在院日数・推
計平均通院日数に分解され，入院 1日当たり医療費
の水準は推計平均在院日数・推計平均通院日数との
関係で理解でき，これまでのレセプト統計の課題が
すべて解決されている。
　さらに，例えば，推計月末在院患者数を病床数で
割り算すれば病床利用率3）が得られるなど，医療提
供体制・保健・医療保険分野での活用が期待される。

（ 3）　疾病分類別年齢階級別の外来の診療エピソー
ド統計に必要な合計特殊再診率の統計

　基礎データであるレセプト件数，日数，点数，合
計特殊再診率から各要素を計算する公式は図 1に示
した。入院では，既存の 1カ月分のレセプトの件数，
日数，点数と，その月の暦日数がわかれば統計が得
られる。一方，外来では，既存の 1カ月分のレセプ
トの件数，日数，点数と，その月の暦日数以外に，
合計特殊再診率も必要である。なお，村山は，文
献9）において，外来の単純な場合について平易な計
算で上記の公式の導き方を示すとともに，文献10）に
おいて 1カ月の期間統計による診療エピソ－ド統計
の分解式をわかりやすく図解している（図 2， 3）。
　外来では合計特殊再診率の統計を直接得ることは

図 1　 外来レセプトの件数，日数，医療費（点数），合計
特殊再診率から診療エピソード統計の各要素を計
算する公式（ 1カ月分のレセプト統計の場合）

推計初診患者数 ＝
件数×合計特殊再診率ー日数
合計特殊再診率ー１

推計月末通院患者数＝
日数ー件数

合計特殊再診率ー１

推計平均通院日数＝
日数

推計初診件数 ＝日数×
合計特殊再診率ー１

件数×合計特殊再診率ー日数

推計１通院期間当たり医療費 ＝
医療費

推計初診患者数

推計平均診療間隔 ＝
その月の暦日数
合計特殊再診率

推計平均通院期間 ＝（推計平均通院日数－１）×推計平均診療間隔＋１

１日当たり医療費＝
医療費
日数 ＝

推計１通院期間当たり医療費
推計平均通院日数

推計平均通院期間１日当たり医療費 ＝
推計１通院期間当たり医療費
推計平均通院期間

図 2　図解による入院医療費の新 3要素分解と現在の 3要素分解の比較（ 1カ月の場合）
新 3要素分解 現在の 3要素分解4要素からなる 3要素からなる

入院日数 （面積）

入院日数 （面積）

＊左右の図の立体の体積は同じである。
　入院件数，入院日数も同じである。

入院医療費 入院医療費

（体積） 推計 1入院
当たり医療費 （体積）

（面積）
（面積）

推計平均在院日数
1件当たり日数

推計月末
在院患者数

推計新規
入院患者数

（長さ）
入院件数＝推計新規入院患者数＋ 推計月末在院患者数

入院日数＝推計新規入院患者数×推計平均在院日数 入院日数＝入院件数× 1件当たり日数

推計 1入院当たり医療費＝推計平均在院日数× 1日当たり医療費 1件当たり医療費＝ 1件当たり日数× 1日当たり医療費

入院医療費＝推計新規入院患者数×推計 1入院当たり医療費 入院医療費＝入院件数× 1件当たり医療費

＝ 推計新規入院患者数×推計平均在院日数× 1日当たり医療費 ＝ 入院件数× 1件当たり日数× 1日当たり医療費

＝ 入院日数× 1日当たり医療費 ＝ 入院日数× 1日当たり医療費
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　入院件数，入院日数，入院医療費，月の暦日数（合計特殊再診率）
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困難であるが，図 4に示すように
・ レセプト件数のうち初診料の算定されているレセ
プト件数の割合
・再診患者の平均診療間隔
のいずれかから算定できることがわかっている。
　一方，現在，わが国で唯一公表されている年度単
位のレセプトの全数統計である医療給付実態調査
（厚生労働省保険局）11）では，医療保険制度別，本
人・家族別，男女別，疾病分類別，年齢階級別の入
院・外来別の件数，日数，点数の統計が公表されて
いる。
　この統計調査から疾病分類別年齢階級別に期間統
計の方法による診療エピソード統計を得ようとする
と，入院はこの公表資料のみで得られるが，外来は，
合計特殊再診率の算定に必要な統計はないため，不
可能である。また，現在， 1カ月分であるが，医療
保険制度全体についてレセプトの詳細な診療行為を
とりまとめているわが国唯一の統計調査である社会
医療診療行為別調査（厚生労働省大臣官房統計情報
部）では，初診料の算定されている件数の割合を算
定するのに必要な診療行為細分類の統計は限定的な
場合のみであり，疾病分類別の年齢階級別や制度別
の細分類はなく，この統計調査を疾病分類別年齢階
級別統計に活用することはできない。

Ⅳ　 協会けんぽのレセプトデータを用いた外
来の期間統計の診療エピソード統計

（ 1）　協会けんぽのレセプトデータの利用
　Ⅲで述べたように，公表されているレセプト統計
では外来について診療エピソード統計を得るには限
界があるので，外来の期間統計のエピソード統計の
デモンストレーションを行うため，全国健康保険協
会（以下，協会けんぽ）から，平成24年 5 月診療分
の本人・家族別，男女別，疾病分類別，年齢階級別
初診件数割合の統計を得て，それを平成24年度の協
会けんぽ分の医療給付実態調査の合計特殊再診率の
算定に用い，同調査の既存統計とともに，外来の期
間統計の診療エピソード統計を作成した。
　今後，社会医療診療行為別調査が改善され，上記
の初診件数割合が公表されれば，この調査だけで，

図 3　外来の新 3要素分解の提供目線と患者目線による 2通りの図解（ 1カ月の場合）

推計 1通院期間
当たり医療費
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当たり医療費
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外来日数 （面積） （面積）＊左右の図の立体の体積は同じである。
　外来件数等，推計1通院期間当たり
　医療費も同じである。
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外来医療費
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外来日数＝推計初診患者数×推計平均通院日数 外来通院期間＝推計初診患者数×推計平均通院期間

推計 1通院期間当たり医療費＝推計平均通院日数× 1日当たり医療費 推計１通院期間当たり医療費＝推計平均通院期間×推計平均通院期間 1日当たり医療費

外来医療費＝推計初診患者数×推計 1通院期間当たり医療費 外来医療費＝推計初診患者数×推計 1通院期間当たり医療費

＝ 推計初診患者数×推計平均通院日数× 1日当たり医療費 ＝ 推計初診患者数×推計平均通院期間×推計平均通院期間 1日当たり医療費

＝外来日数× 1日当たり医療費

基礎データは，下記の 4つ
　外来件数，外来日数，外来医療費，外来合計特殊再診率

基礎データは，下記の 5つ
　外来件数，外来日数，外来医療費，外来合計特殊再診率，
　暦日数(推計平均通院期間算定のための合計特殊再診率）

外来件数

平均診療間隔
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図 4　外来の合計特殊再診率を推計する公式
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○レセプト件数のうち初診料の算定されているレセプト件数の割合
　（初診件数割合）の利用

１件当たり日数－初診件数割合
1　－　初診件数割合

○再診患者の平均診療間隔（患者調査による）の利用
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本稿で示すような統計が得られ，広く活用されるこ
とが期待される。
　今回は， 1通院期間当たり医療費の金額だけを算
定したが，診療行為や薬剤の詳細な統計があれば，
「ストック統計をフロー統計で割って平均値を得る
考え方」により，患者単位の 1通院期間当たり診療
行為別の費用・算定回数や薬剤の状況が把握できる
ことに留意されたい。
　また，今回は年齢階級別など需要側からの統計の
みであるが，医療機関種類別等，医療提供体制側か
らみた統計も可能であり，医療機関種類別の特徴を
把握することもできる。
　さらに，医療保険と同様にレセプトを用いている
介護保険についても推計新規入所人数，推計平均在
所日数などの統計を得ることができる。

（ 2）　協会けんぽから得たレセプトデータと診療エ
ピソード統計の算定項目

　医療給付実態調査では，平成24年度 1年度分の協
会けんぽの入院外について，計・本人・家族別と，
計・男女別を組み合わせた 9通りの分類について，
疾病分類別年齢階級別レセプト件数，日数，点数の
統計がある。協会けんぽから提供された平成24年 5
月分の初診件数割合の統計は，この 9通りの分類に
対応しているので，すべての統計分類について，件
数，日数，点数が12カ月分であることに注意して上
記の公式を用いて計算している。なお，研究報告書
に掲載した計算結果はエクセル表単位で約100枚近
くなるが，本稿では，本人・家族の合計である加入
者の男女計でみた統計表の一部を示す。
　また，すべての計算結果は厚生労働統計協会の
ホームページに掲載されており，閲覧できる。
　協会けんぽから得た初診料割合の算定に用いた初
診料は，初診料と，初診料が包括されている診療行

為であり，電子レセプト上の診療行為コードは下記
のとおりである12）。
　111000110 初診

　111012510 初診（他医療機関からの紹介状がない患者）

　113003510 小児科外来診療料（処方せんを交付）初診時

　113003710 小児科外来診療料（処方せんを交付しない）初診時

　なお，同一日の複数科受診の場合，その医療機関
への受診は最初に受診した科で初診か再診かわかる
ので，同一日の複数科受診の初診料は算定に用いな
い。
　年齢階級は 5歳刻みであるが，70～74歳はレセプ
ト上，本人・家族別の区別がないなどの事情から初
診料割合が算定されていないので，統計表には現れ
ないことがある。疾病分類は，社会保険表章用疾病
分類119分類を用いた。
　基礎データは，件数，日数，医療費，外来の初診
件数割合（初診料算定率）であり，算定した項目は，
初診料算定率， 1件当たり日数，合計特殊再診率，
推計初診件数（患者数），推計平均通院日数， 1 日
当たり費用額，推計 1通院期間当たり費用額，平均
診療間隔，推計平均通院期間，推計月末平均通院患
者数である。

（ 3）　特徴的な疾病についての分析結果と年齢階級
別の外来受診状況

　特徴的な疾病について表 1により分析結果をみる。
これまでのレセプト統計の結果に比べ，患者単位で
みた複数月にわたる受診状況や患者の動向が明確に
得られており，経験的に知られている疾病の自然史
や費用ともおおむね合致しているものと考えられる。
　詳細は，厚生労働統計協会のホームページにある
統計表を参照いただくこととし，観察されたいくつ
かの知見を以下に示す。
・ 感染性胃腸炎などを含む腸管感染症は，平均通院

表 1　特徴的な疾病の状況（協会けんぽの加入者，医科入院外，平成24年度）
初診件数
割合
（％）

1件当
たり日数
（日）

合計特殊
再診率

推計初診
患者数
（万人）

平均通院
日数
（日）

推計平均
診療間隔
（日）

推計平均
通院期間
（日）

1通院期
間当たり
医療費
（千円）

推計月末
平均通院
患者数
（万人）

0101腸管感染症 92.4 1.28 4.72 381.1 1.4 6.4 3.6 8.0 28.9
0105ウィルス肝炎 8.4 2.11 2.21 5.7 25.2 13.8 333.9 354.8 52.0
0209白血病 5.9 1.49 1.52 0.4 25.3 20.0 487.4 1 307.9 5.5
0402糖尿病 5.1 1.34 1.35 30.4 26.3 22.5 569.3 343.6 473.2
0503統合失調症等 2.6 1.84 1.86 2.8 71.3 16.4 1 152.0 599.7 87.6
0703屈折及び調節の障害 37.6 1.11 1.18 320.7 3.3 25.7 59.6 14.7 518.7
0901高血圧性疾患 2.7 1.29 1.30 46.8 48.5 23.4 1 114.2 362.1 1 423.3
1001急性鼻咽頭炎（かぜ） 84.7 1.57 4.70 158.2 1.8 6.5 6.5 7.9 23.7
1006アレルギー性鼻炎 38.8 1.47 1.76 316.0 3.8 17.3 49.4 15.7 419.1
1402腎不全 3.8 8.87 9.18 1.4 231.4 3.3 764.1 7 342.9 29.2
注　疾病の前に付されたコードは，「社会保険表章用疾病分類」（厚生労働省保険局）である。前 2桁は，ICD大分類（ローマ字コード）に対応する。
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日数（受診回数）も少なく，
通院期間が短い。
・ ウイルス肝炎は， 2週間程
度の間隔で， 1年程度通院
する。
・ 白血病は， 1日当たり費用
額が約 5万円と高く（ 1通
院期間当たり医療費／平均
通院日数）， 1 年半程度の
通院で130万円程度になる。
・ 糖尿病は， 2年近い通院で
あり，月末平均で約47万人
の通院患者がいる。
・ 統合失調症等は， 2週間に
1回程度の通院で， 3年以上通院
する。
・ 屈折及び調節の障害は， 1カ月近
い間隔で 3回程度通院する。月末
平均で約52万人の通院患者がい
る。
・ 高血圧性疾患は， 1カ月近い間隔
で 3年以上通院する。月末平均で
約142万人の通院患者がいる。
・ 急性鼻咽頭炎（かぜ）は， 1週間
くらいの間隔で 2回程度の通院で
ある。
・ 花粉症を含むアレルギー性鼻炎は，
2～ 3週間に 1回の通院で， 1カ
月半程度通院する。月末平均で約
42万人の通院患者がいる。
・ 腎不全は，人工透析の患者が含ま
れており，約 3日に 1回受診して
おり， 1回の通院に約 3万 2千円かかり（ 1通院
期間当たり医療費／平均通院日数）， 2 年程度の
通院であり，約734万円かかる。
　また，表 2，図 5により年齢階級別の外来受診状
況をみると，05～09歳と50～54歳の 1件当たり日数
は，1.50と全く同じで従来の 3要素分解ではレセプ
ト件数の分解ができなかったが，初診件数割合と合
計特殊再診率を用いて，レセプト件数が初診患者数
と通院患者数に分解され， 2つの年齢階級の患者構
成が全く異なることなどが理解される。このような
分解を可能とするのは新しい統計である入院外の合
計特殊再診率であるので，広く利用していただける
よう協会けんぽの加入者について，年齢階級別疾病
分類別の表を掲げた。男女別等は厚生労働統計協会
のホームページを参照されたい（表 3）。

Ⅴ　お　わ　り　に

　本稿は，前稿同様，厚生労働統計協会委託研究事
業「電子レセプトを用いたレセプト統計の改善に関
する研究」の研究報告書を取りまとめたもので，前
稿で別稿とされた期間統計による診療エピソード統
計の概念規定や計算方法の詳細，さらには全国健康
保険協会のデータを用いた統計作成のデモンスト
レーションをまとめたものである。
　このデモンストレーションは本研究の眼目である
期間統計の方法による診療エピソード統計の作成で
ある。これは，全国健康保険協会からレセプトデー
タの集計表を得て初めて実現したものである。
　また，この統計は，野々下を議長とした研究会に

表 2　年齢階級別にみた医科入院外の受診状況（協会けんぽ，平成24年度）
初診件数
割合
（％）

1件当
たり日数
（日）

合計特殊
再診率

推計初診
患者数
（万人）

平均通院
日数
（日）

推計平均
診療間隔
（日）

推計平均
通院期間
（日）

1通院
期間当た
り医療費
（千円）

推計月末
平均通院
患者数
（万人）

合計 40.6 1.49 1.83 7 976.4 3.67 16.67 45.5 25.9 973.1
 0～ 4歳 70.4 1.71 3.39 1 459.8 2.42 8.97 13.8 12.9 51.0
05～09 62.8 1.50 2.35 878.3 2.39 12.97 19.0 11.5 43.3
10～14 63.8 1.41 2.13 621.4 2.21 14.25 18.3 12.5 29.4
15～19 57.0 1.33 1.78 423.8 2.34 17.10 24.0 13.6 26.7
20～24 54.0 1.31 1.68 448.4 2.43 18.11 26.9 14.5 31.9
25～29 49.6 1.36 1.71 529.0 2.74 17.78 31.9 16.5 44.8
30～34 47.3 1.39 1.75 585.6 2.95 17.40 34.9 18.4 54.3
35～39 44.1 1.42 1.75 632.6 3.21 17.42 39.6 21.9 66.8
40～44 38.1 1.44 1.71 535.1 3.78 17.78 50.4 28.0 72.4
45～49 31.4 1.47 1.69 436.0 4.69 18.00 67.4 36.8 79.3
50～54 25.8 1.50 1.67 406.5 5.82 18.19 88.7 47.4 97.6
55～59 21.4 1.51 1.65 395.4 7.06 18.39 112.5 60.3 120.8
60～64 17.9 1.54 1.66 431.2 8.63 18.29 140.6 75.1 164.9
65～69 15.2 1.61 1.72 193.2 10.58 17.72 170.8 91.1 89.9

図 5　年齢階級別にみた 1カ月当たりレセプト件数の初診患者数と
　月末平均通院患者数の内訳（協会けんぽ，平成24年度）

月末平均
通院患者数 51.0 43.3 29.4 26.7 31.9 44.8 54.3 66.8 72.4 79.3 97.6 120.8 164.9 89.9

1 カ月当たり
初診患者数 121.7 73.2 51.8 35.3 37.4 44.1 48.8 52.7 44.6 36.3 33.9 32.9 35.9 16.1
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表
3　
合計
特殊
再診
率（
協会
けん
ぽの
加入
者，
医科
入院
外，
平成
24年
度）

合
計

0
～
4
歳
05
～
09
10
～
14
15
～
19
20
～
24
25
～
29
30
～
34
35
～
39
40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

01
01
腸
管
感
染
症

4.
72
14

14
.4
40
7
6.
98
26
4.
78
77
3.
58
57
2.
87
85
2.
64
96
2.
67
51
2.
76
93
2.
67
73

2.
49
95
2.
45
25

2.
43
73

2.
38
88

2.
48
50

01
02
結
核

1.
49
91

1.
65
31
1.
49
83
1.
46
58
1.
82
45
1.
56
68
1.
42
88
1.
46
85
1.
45
39
1.
44
63

1.
46
01
1.
46
74

1.
46
51

1.
54
03

1.
54
01

01
03
主
と
し
て
性
的
伝
播
様
式
を
と
る
感
染
症

2.
13
07

2.
01
17
2.
38
50
2.
30
03
2.
28
19
2.
15
34
2.
12
32
2.
11
16
2.
13
55
2.
11
18

2.
16
26
2.
10
27

2.
14
05

1.
96
16

1.
95
41

01
04
皮
膚
及
び
粘
膜
の
病
変
を
伴
う
ウ
イ
ル
ス
疾
患

2.
63
19

4.
13
85
2.
78
66
2.
48
50
2.
28
10
2.
29
59
2.
20
21
2.
22
02
2.
23
29
2.
28
09

2.
33
36
2.
47
11

2.
56
28

2.
72
60

2.
72
87

01
05
ウ
イ
ル
ス
肝
炎

2.
20
71

1.
49
71
1.
64
76
1.
79
67
2.
30
81
2.
00
08
1.
86
92
1.
74
69
1.
78
55
1.
75
71

1.
97
22
2.
18
71

2.
23
90

2.
35
11

2.
68
16

01
06
そ
の
他
の
ウ
イ
ル
ス
疾
患

3.
59
95

7.
11
19
6.
14
94
4.
38
41
3.
42
73
2.
98
07
2.
55
90
2.
47
57
2.
16
79
2.
01
13

2.
09
30
2.
17
04

2.
28
53

2.
24
48

2.
03
69

01
07
真
菌
症

1.
75
67

2.
89
71
2.
31
22
2.
19
43
2.
13
39
2.
09
93
2.
01
69
1.
93
78
1.
86
74
1.
76
13

1.
69
88
1.
64
35

1.
56
06

1.
52
69

1.
55
69

01
08
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症
の
続
発
・
後
遺
症

1.
61
97

4.
59
65
2.
21
49
1.
79
06
2.
09
57
1.
73
79
1.
78
32
1.
66
93
1.
41
35
1.
36
32

1.
97
79
1.
34
74

1.
50
97

1.
79
01

1.
47
17

01
09
そ
の
他
の
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症

3.
25
24

4.
57
28
4.
24
39
3.
80
21
3.
67
77
2.
97
94
2.
59
68
2.
67
62
2.
76
04
2.
50
69

2.
12
01
1.
93
30

1.
69
62

1.
68
32

1.
63
14

02
01
胃
の
悪
性
新
生
物

1.
61
55

-
1.
25
00

-
2.
94
51
2.
46
38
2.
25
09
1.
93
25
1.
65
14
1.
63
54

1.
59
63
1.
58
79

1.
59
26

1.
59
60

1.
65
45

02
02
結
腸
の
悪
性
新
生
物

1.
74
86

-
-
1.
59
38
2.
60
68
2.
24
69
2.
30
89
1.
99
97
1.
84
47
1.
81
50

1.
83
50
1.
74
82

1.
73
62

1.
70
88

1.
71
92

02
03
直
腸
Ｓ
状
結
腸
移
行
部
及
び
直
腸
の
悪
性
新
生
物

1.
73
90

1.
00
00
1.
00
00

-
1.
30
00
2.
70
94
2.
32
23
1.
73
61
1.
85
47
1.
83
52

1.
75
85
1.
77
31

1.
75
72

1.
71
43

1.
69
84

02
04
肝
及
び
肝
内
胆
管
の
悪
性
新
生
物

1.
98
49

1.
39
26
1.
46
22
1.
32
52
1.
59
91
1.
86
45
1.
87
57
2.
17
59
2.
00
24
2.
19
01

1.
95
26
1.
97
21

1.
90
02

1.
99
58

2.
06
43

02
05
気
管
，
気
管
支
及
び
肺
の
悪
性
新
生
物

1.
86
46

1.
25
00
1.
00
00

-
4.
24
44
1.
94
06
1.
66
53
2.
06
36
1.
97
62
1.
95
83

1.
93
41
1.
83
60

1.
81
83

1.
85
90

1.
85
90

02
06
乳
房
の
悪
性
新
生
物

1.
84
38

-
1.
05
88
3.
57
14
2.
59
68
2.
29
77
2.
10
58
2.
11
82
2.
10
40
2.
00
19

1.
88
40
1.
75
76

1.
76
98

1.
81
14

1.
79
43

02
07
子
宮
の
悪
性
新
生
物

1.
63
38

-
-

-
2.
36
66
1.
80
10
1.
75
08
1.
65
52
1.
63
50
1.
62
07

1.
61
37
1.
61
66

1.
62
37

1.
61
43

1.
69
44

02
08
悪
性
リ
ン
パ
腫

1.
75
97

2.
01
24
1.
65
73
1.
59
94
1.
96
34
1.
66
28
1.
81
93
1.
76
98
1.
82
12
1.
67
50

1.
73
08
1.
76
21

1.
72
73

1.
75
12

1.
84
75

02
09
白
血
病

1.
51
94

1.
90
90
1.
67
91
1.
46
66
1.
52
27
1.
59
00
1.
51
03
1.
51
33
1.
47
57
1.
48
61

1.
45
30
1.
44
69

1.
45
05

1.
53
55

1.
56
45

02
10
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物

1.
70
68

1.
52
44
1.
50
46
1.
49
35
1.
73
43
1.
58
80
1.
56
77
1.
59
21
1.
55
29
1.
62
26

1.
67
15
1.
71
58

1.
71
82

1.
74
28

1.
74
90

02
11
良
性
新
生
物
及
び
そ
の
他
の
新
生
物

1.
62
52

1.
46
95
1.
68
21
1.
92
15
1.
98
03
1.
80
56
1.
72
40
1.
71
26
1.
66
31
1.
57
35

1.
53
08
1.
53
61

1.
59
81

1.
64
57

1.
69
71

03
01
貧
血

1.
76
81

2.
16
09
1.
87
10
2.
07
96
2.
04
57
1.
75
54
1.
69
53
1.
70
93
1.
75
42
1.
82
14

1.
80
00
1.
66
41

1.
56
99

1.
64
56

1.
68
25

03
02
そ
の
他
の
血
液
及
び
造
血
器
の
疾
患
並
び
に
免
疫
機
構
の
障
害

1.
56
99

1.
95
96
1.
72
49
1.
64
99
1.
74
69
1.
62
74
1.
57
82
1.
57
15
1.
52
71
1.
46
61

1.
53
11
1.
48
45

1.
50
16

1.
43
92

1.
53
75

04
01
甲
状
腺
障
害

1.
30
46

1.
33
88
1.
30
23
1.
41
44
1.
42
63
1.
38
01
1.
34
35
1.
33
71
1.
31
16
1.
29
35

1.
29
36
1.
29
06

1.
27
71

1.
28
36

1.
31
82

04
02
糖
尿
病

1.
35
34

1.
51
46
1.
34
37
1.
32
46
1.
31
59
1.
30
78
1.
33
57
1.
34
04
1.
32
56
1.
33
21

1.
33
18
1.
34
03

1.
34
14

1.
35
28

1.
40
76

04
03
そ
の
他
の
内
分
泌
，
栄
養
及
び
代
謝
疾
患

1.
40
91

1.
79
82
1.
41
72
1.
31
75
1.
48
36
1.
56
11
1.
77
18
1.
86
76
1.
66
39
1.
45
62

1.
38
14
1.
35
10

1.
32
86

1.
33
49

1.
39
47

05
01
血
管
性
及
び
詳
細
不
明
の
認
知
症

2.
11
01

1.
00
00
1.
00
00
1.
67
74
2.
25
37
2.
33
33
1.
89
66
1.
64
39
2.
04
91
2.
14
71

1.
70
14
1.
42
73

1.
96
72

2.
08
73

2.
36
48

05
02
精
神
作
用
物
質
使
用
に
よ
る
精
神
及
び
行
動
の
障
害

1.
81
39

2.
67
51

-
1.
52
94
1.
98
23
2.
01
65
1.
85
70
1.
77
87
1.
84
77
1.
77
61

1.
75
59
1.
80
62

1.
82
86

1.
82
41

1.
90
63

05
03
統
合
失
調
症
，
統
合
失
調
症
型
障
害
及
び
妄
想
性
障
害

1.
85
91

1.
45
39
1.
44
84
1.
58
64
1.
86
53
2.
15
73
2.
11
83
2.
04
16
1.
88
92
1.
74
60

1.
68
13
1.
72
22

1.
67
03

1.
64
93

1.
76
49

05
04
気
分
［
感
情
］
障
害
 （
躁
う
つ
病
を
含
む
）

1.
54
07

1.
81
82
1.
59
00
1.
72
56
1.
79
25
1.
82
44
1.
71
57
1.
63
93
1.
56
88
1.
52
27

1.
49
36
1.
45
95

1.
42
06

1.
39
84

1.
40
49

05
05
神
経
症
性
障
害
，
ス
ト
レ
ス
関
連
障
害
及
び
身
体
表
現
性
障
害

1.
43
95

1.
91
97
1.
50
04
1.
58
31
1.
69
34
1.
68
20
1.
56
65
1.
46
13
1.
40
97
1.
37
90

1.
36
63
1.
37
73

1.
36
57

1.
35
68

1.
40
48

05
06
知
的
障
害
＜
精
神
遅
滞
＞

1.
69
46

2.
16
43
1.
75
51
1.
47
16
1.
45
81
1.
62
77
1.
49
97
1.
58
86
1.
75
70
1.
75
67

1.
90
10
1.
49
80

1.
94
60

2.
48
70

2.
61
40

05
07
そ
の
他
の
精
神
及
び
行
動
の
障
害

1.
58
48

2.
01
50
1.
59
55
1.
32
55
1.
38
48
1.
60
54
1.
70
02
1.
71
02
1.
63
78
1.
58
70

1.
54
50
1.
51
89

1.
49
37

1.
55
13

1.
59
39

06
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ー
キ
ン
ソ
ン
病

1.
50
77

1.
05
26
1.
23
08
1.
23
33
1.
48
91
1.
57
46
1.
62
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1.
67
35
1.
49
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1.
41
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1.
31
56
1.
41
11

1.
45
34

1.
50
92

1.
62
02

06
02
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

1.
65
87

-
-

-
2.
00
00
1.
76
19
0.
00
00
3.
50
00
1.
71
90
1.
28
53

1.
46
93
1.
32
90

1.
71
97

1.
63
76

1.
68
63

06
03
て
ん
か
ん

1.
27
63

1.
75
17
1.
41
45
1.
25
92
1.
23
53
1.
24
92
1.
24
59
1.
25
50
1.
23
71
1.
22
54

1.
21
02
1.
23
21

1.
23
10

1.
27
93

1.
30
93

06
04
脳
性
麻
痺
及
び
そ
の
他
の
麻
痺
性
症
候
群

2.
53
77

3.
13
04
2.
58
57
2.
30
78
2.
27
18
2.
30
10
2.
41
57
2.
55
25
2.
61
47
2.
37
31

2.
25
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2.
76
48

2.
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03

2.
92
12

2.
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06
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00
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患

1.
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01

2.
01
75
1.
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47
1.
77
46
1.
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66
1.
66
71
1.
55
62
1.
50
49
1.
45
95
1.
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1.
44
99
1.
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07

1.
48
92

1.
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06

1.
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07
01
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膜
炎

1.
55
85

2.
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18
1.
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1.
67
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1.
32
33
1.
27
18
1.
30
77
1.
36
75
1.
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1.
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1.
36
33
1.
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1.
41
11

1.
38
90
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36
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1.
44
31
1.
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16
1.
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17
1.
45
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1.
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52
1.
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15
1.
45
62
1.
53
53
1.
52
25

1.
50
07
1.
44
17

1.
37
77

1.
34
24

1.
31
88

07
03
屈
折
及
び
調
節
の
障
害

1.
18
31

1.
36
61
1.
82
06
1.
53
07
1.
11
60
1.
06
54
1.
06
79
1.
08
07
1.
10
39
1.
13
20

1.
17
06
1.
21
86

1.
27
00

1.
29
82

1.
30
84

07
04
そ
の
他
の
眼
及
び
付
属
器
の
疾
患

1.
35
12

1.
70
51
1.
53
59
1.
56
81
1.
42
22
1.
36
49
1.
36
57
1.
39
89
1.
39
93
1.
36
93

1.
33
32
1.
32
03

1.
30
47

1.
28
60

1.
28
44

08
01
外
耳
炎

2.
93
75

3.
58
21
2.
79
66
2.
49
41
2.
64
91
2.
54
84
2.
72
56
2.
81
06
2.
80
20
2.
72
11

2.
75
00
2.
71
97

2.
85
91

2.
90
17

2.
84
30

08
02
そ
の
他
の
外
耳
疾
患

6.
25
04

9.
89
56
5.
03
75
3.
38
34
2.
96
46
3.
74
75
4.
23
59
3.
73
48
3.
93
33
4.
42
00

4.
19
11
4.
19
06

4.
58
22

4.
53
53

4.
17
00

08
03
中
耳
炎

3.
51
67

4.
33
20
3.
02
45
2.
72
24
2.
68
66
2.
84
13
3.
02
88
3.
25
34
3.
13
06
3.
10
66

2.
84
71
2.
90
25

2.
87
51

2.
81
54

2.
91
12

つ
づ
く
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表
3　
合計
特殊
再診
率（
協会
けん
ぽの
加入
者，
医科
入院
外，
平成
24年
度）

合
計

0
～
4
歳
05
～
09
10
～
14
15
～
19
20
～
24
25
～
29
30
～
34
35
～
39
40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

08
04
そ
の
他
の
中
耳
及
び
乳
様
突
起
の
疾
患

2.
30
68

3.
15
01
2.
61
69
2.
10
71
1.
92
29
1.
98
80
2.
00
31
2.
05
95
2.
13
72
2.
08
00

2.
19
90
2.
22
16

2.
32
96

2.
36
85

2.
59
50

08
05
メ
ニ
エ
ー
ル
病

1.
97
82

-
2.
36
13
2.
54
14
2.
35
80
2.
29
10
2.
16
28
2.
13
95
2.
10
95
2.
07
85

1.
99
30
1.
90
56

1.
84
79

1.
88
09

1.
97
81

08
06
そ
の
他
の
内
耳
疾
患

1.
87
25

8.
23
81
2.
41
86
2.
25
11
2.
97
96
2.
18
70
2.
12
68
1.
97
70
1.
97
26
1.
93
95

1.
90
49
1.
80
95

1.
84
15

1.
75
70

1.
76
72

08
07
そ
の
他
の
耳
疾
患

2.
14
94

1.
60
50
2.
14
90
1.
98
94
2.
27
44
2.
52
92
2.
45
04
2.
55
52
2.
50
91
2.
38
74

2.
26
49
2.
15
26

2.
02
41

2.
00
10

1.
97
89

09
01
高
血
圧
性
疾
患

1.
29
91

1.
48
83
1.
25
54
1.
33
11
1.
64
42
1.
45
47
1.
41
03
1.
34
93
1.
30
79
1.
28
06

1.
28
43
1.
27
77

1.
27
68

1.
29
67

1.
35
50

09
02
虚
血
性
心
疾
患

1.
32
84

1.
49
93
1.
57
12
1.
80
30
2.
26
46
1.
89
86
1.
64
09
1.
61
41
1.
46
83
1.
36
62

1.
33
28
1.
31
22

1.
29
85

1.
30
52

1.
35
27

09
03
そ
の
他
の
心
疾
患

1.
38
54

1.
45
30
1.
53
85
1.
56
92
1.
92
61
1.
54
41
1.
51
16
1.
48
44
1.
45
13
1.
40
88

1.
37
85
1.
35
36

1.
33
95

1.
34
22

1.
38
06

09
04
く
も
膜
下
出
血

1.
46
18

1.
70
71
3.
10
71
1.
75
86
1.
57
90
2.
49
59
1.
73
33
1.
79
07
1.
73
14
1.
48
88

1.
42
36
1.
38
48

1.
42
00

1.
44
67

1.
49
24

09
05
脳
内
出
血

1.
90
67

1.
94
49
3.
08
56
3.
09
52
3.
29
25
2.
60
45
2.
36
15
2.
32
63
2.
36
30
2.
08
95

1.
91
91
1.
95
51

1.
83
93

1.
83
66

1.
78
62

09
06
脳
梗
塞

1.
45
65

2.
07
10
2.
05
11
2.
19
93
2.
17
46
2.
39
11
1.
88
00
1.
86
64
1.
74
20
1.
58
59

1.
44
86
1.
44
37

1.
40
79

1.
43
16

1.
46
85

09
07
脳
動
脈
硬
化
（
症
）

1.
35
69

-
-
1.
00
00
0.
00
00
1.
13
33
0.
00
00
1.
35
47
1.
40
36
1.
39
23

1.
27
50
1.
54
53

1.
30
48

1.
34
95

1.
31
35

09
08
そ
の
他
の
脳
血
管
疾
患

1.
33
73

1.
70
99
1.
70
83
1.
45
15
1.
40
83
1.
37
12
1.
46
53
1.
40
91
1.
46
85
1.
33
30

1.
32
99
1.
31
24

1.
32
48

1.
31
42

1.
34
31

09
09
動
脈
硬
化
（
症
）

1.
53
92

1.
64
29
1.
35
48
1.
43
60
1.
35
54
1.
88
10
2.
04
79
1.
65
45
1.
64
27
1.
57
82

1.
66
88
1.
58
05

1.
51
01

1.
50
44

1.
53
77

09
10
痔
核

1.
65
96

2.
28
50
1.
65
11
2.
01
56
1.
78
23
1.
76
61
1.
70
70
1.
69
27
1.
73
29
1.
71
88

1.
66
09
1.
61
15

1.
58
96

1.
59
14

1.
56
99

09
11
低
血
圧
（
症
）

1.
65
26

2.
27
22
1.
86
81
1.
68
69
1.
51
78
1.
64
71
1.
67
89
1.
73
65
1.
75
13
1.
74
16

1.
63
94
1.
60
13

1.
56
77

1.
60
28

1.
67
77

09
12
そ
の
他
の
循
環
器
系
の
疾
患

1.
56
74

3.
64
41
2.
78
52
2.
29
31
2.
03
73
1.
99
35
1.
80
67
1.
75
28
1.
69
22
1.
53
39

1.
56
02
1.
53
84

1.
51
06

1.
48
79

1.
52
33

10
01
急
性
鼻
咽
頭
炎
［
か
ぜ
］
＜
感
冒
＞

4.
69
78

6.
13
96
4.
33
17
3.
87
20
3.
02
78
2.
50
35
2.
28
97
2.
39
80
2.
60
51
2.
88
63

2.
80
70
3.
14
66

3.
25
58

3.
22
65

3.
39
26

10
02
急
性
咽
頭
炎
及
び
急
性
扁
桃
炎

6.
12
41

19
.1
16
8
6.
43
65
4.
93
33
4.
12
60
3.
71
59
3.
53
04
3.
53
58
3.
70
10
3.
72
50

3.
73
32
3.
76
25

3.
94
41

3.
86
00

3.
79
58

10
03
そ
の
他
の
急
性
上
気
道
感
染
症

4.
35
88

8.
14
46
3.
92
67
3.
28
63
3.
22
82
3.
00
01
2.
93
65
3.
03
24
3.
06
30
3.
05
96

3.
10
66
3.
20
04

3.
33
23

3.
43
95

3.
52
34

10
04
肺
炎

3.
73
31

3.
62
92
4.
37
16
4.
91
80
5.
34
30
4.
28
82
4.
15
04
4.
08
18
3.
81
62
3.
85
82

3.
72
97
3.
42
46

3.
10
92

2.
90
67

2.
58
18

10
05
急
性
気
管
支
炎
及
び
急
性
細
気
管
支
炎

6.
89
58

13
.6
77
5
7.
00
64
5.
39
16
4.
35
02
3.
97
63
3.
85
88
3.
96
01
4.
08
92
4.
18
67

4.
18
30
4.
16
97

4.
21
57

4.
30
41

4.
66
48

10
06
ア
レ
ル
ギ
－
性
鼻
炎

1.
75
99

2.
86
79
2.
06
17
1.
64
91
1.
45
45
1.
52
23
1.
56
02
1.
57
60
1.
55
14
1.
51
06

1.
48
42
1.
50
66

1.
57
67

1.
67
78

1.
79
21

10
07
慢
性
副
鼻
腔
炎

2.
52
80

3.
48
17
2.
71
41
2.
16
13
1.
90
81
2.
05
25
2.
14
40
2.
22
88
2.
17
26
2.
09
89

2.
05
51
2.
10
11

2.
21
11

2.
33
74

2.
47
91

10
08
急
性
又
は
慢
性
と
明
示
さ
れ
な
い
気
管
支
炎

5.
92
18

16
.5
84
4
6.
52
53
4.
64
41
3.
70
42
3.
28
85
2.
93
06
3.
00
85
3.
23
73
3.
19
01

3.
23
88
3.
09
55

3.
28
37

3.
17
97

3.
11
00

10
09
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患

1.
56
42

2.
44
08
1.
93
09
1.
75
26
1.
76
91
2.
06
15
1.
83
29
1.
71
98
1.
70
54
1.
72
89

1.
60
78
1.
56
20

1.
49
01

1.
45
39

1.
48
76

10
10
喘
息

1.
86
49

2.
66
12
1.
78
49
1.
54
23
1.
48
36
1.
56
22
1.
54
67
1.
52
70
1.
51
20
1.
48
38

1.
48
11
1.
47
49

1.
49
57

1.
49
66

1.
55
47

10
11
そ
の
他
の
呼
吸
器
系
の
疾
患

2.
10
00

3.
55
03
2.
84
53
2.
95
96
2.
43
85
2.
05
26
1.
98
38
1.
86
75
1.
85
60
1.
72
26

1.
63
24
1.
61
84

1.
63
51

1.
61
85

1.
68
54

11
01
う
蝕

1.
55
50

1.
58
92
1.
45
28
1.
93
86
0.
00
00
1.
29
38
1.
34
86
3.
10
81
1.
18
95
4.
86
21

1.
80
36
1.
35
55

1.
16
84

1.
46
67

1.
09
52

11
02
歯
肉
炎
及
び
歯
周
疾
患

2.
81
14

-
3.
87
27

-
2.
23
72
2.
38
26
2.
62
51
2.
45
54
2.
35
78
3.
05
24

2.
67
48
3.
99
69

2.
02
61

2.
62
09

4.
10
98

11
03
そ
の
他
の
歯
及
び
歯
の
支
持
組
織
の
障
害

1.
96
99

2.
10
88
3.
80
27
2.
73
57
2.
11
16
1.
65
97
1.
63
92
1.
96
84
1.
87
26
1.
77
85

1.
74
94
1.
89
74

2.
00
62

2.
16
18

2.
05
94

11
04
胃
潰
瘍
及
び
十
二
指
腸
潰
瘍

1.
53
71

1.
57
68
1.
83
78
2.
24
67
1.
97
06
1.
88
25
1.
79
08
1.
70
66
1.
63
36
1.
58
18

1.
54
52
1.
51
11

1.
47
49

1.
46
27

1.
50
56

11
05
胃
炎
及
び
十
二
指
腸
炎

1.
71
50

7.
54
73
3.
43
79
2.
51
27
2.
07
91
1.
92
85
1.
81
38
1.
78
53
1.
74
21
1.
71
50

1.
69
40
1.
66
30

1.
64
16

1.
64
56

1.
71
06

11
06
ア
ル
コ
ー
ル
性
肝
疾
患

1.
74
52

-
-
2.
00
00
1.
25
00
1.
74
79
1.
87
57
1.
79
18
1.
85
48
1.
74
15

1.
77
76
1.
82
31

1.
69
13

1.
63
22

1.
87
01

11
07
慢
性
肝
炎
（
ア
ル
コ
ー
ル
性
の
も
の
を
除
く
）

2.
12
74

1.
39
08
2.
20
84
2.
08
97
2.
07
16
2.
23
53
1.
94
06
2.
05
41
2.
04
44
2.
01
16

2.
07
49
2.
11
88

2.
08
02

2.
13
34

2.
42
32

11
08
肝
硬
変
（
ア
ル
コ
ー
ル
性
の
も
の
を
除
く
）

1.
81
59

1.
27
45
1.
48
33
1.
14
34
1.
19
49
1.
54
40
1.
61
47
1.
52
02
1.
62
95
1.
56
66

1.
59
12
1.
67
50

1.
74
84

1.
88
54

2.
17
45

11
09
そ
の
他
の
肝
疾
患

1.
66
50

2.
05
89
2.
35
85
2.
23
24
2.
24
44
1.
87
84
1.
81
01
1.
77
64
1.
68
97
1.
67
33

1.
65
10
1.
58
77

1.
56
22

1.
60
05

1.
70
90

11
10
胆
石
症
及
び
胆
の
う
炎

1.
58
92

1.
33
68
1.
27
69
2.
24
73
2.
30
35
2.
33
99
2.
18
95
1.
97
88
1.
74
98
1.
69
12

1.
58
09
1.
55
60

1.
50
95

1.
51
67

1.
55
10

11
11
膵
疾
患

1.
62
83

1.
53
64
1.
74
51
2.
03
74
2.
18
31
2.
18
12
1.
97
52
1.
94
13
1.
76
99
1.
66
90

1.
59
10
1.
60
76

1.
54
23

1.
54
77

1.
63
32

11
12
そ
の
他
の
消
化
器
系
の
疾
患

1.
58
97

2.
62
81
2.
32
75
1.
92
92
1.
66
16
1.
60
27
1.
56
19
1.
54
90
1.
54
48
1.
52
84

1.
52
24
1.
50
26

1.
49
53

1.
49
21

1.
53
02

12
01
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
感
染
症

3.
63
93

4.
40
70
4.
02
01
3.
91
23
3.
45
12
3.
03
87
3.
04
39
3.
20
42
3.
41
53
3.
60
98

3.
66
24
3.
79
75

3.
81
73

3.
83
91

3.
78
39

12
02
皮
膚
炎
及
び
湿
疹

1.
62
37

2.
03
31
1.
69
94
1.
60
05
1.
44
55
1.
41
54
1.
41
21
1.
42
62
1.
46
45
1.
49
84

1.
55
12
1.
58
78

1.
62
90

1.
64
54

1.
66
38

12
03
そ
の
他
の
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
疾
患

1.
66
90

2.
01
72
1.
83
98
1.
75
51
1.
54
13
1.
54
45
1.
55
67
1.
59
92
1.
61
68
1.
61
54

1.
62
68
1.
64
36

1.
67
83

1.
71
35

1.
73
31

13
01
炎
症
性
多
発
性
関
節
障
害

1.
64
72

2.
65
51
3.
05
41
3.
14
88
2.
50
45
1.
87
98
1.
80
91
1.
68
43
1.
60
94
1.
56
53

1.
56
72
1.
58
76

1.
60
97

1.
63
43

1.
73
82

13
02
関
節
症

2.
74
49

1.
39
95
3.
27
57
3.
23
19
2.
75
29
2.
64
90
2.
35
76
2.
43
95
2.
50
61
2.
61
84

2.
60
95
2.
61
34

2.
64
20

2.
79
88

2.
94
96

13
03
脊
椎
障
害
（
脊
椎
症
を
含
む
）

3.
32
63

2.
07
58
2.
49
55
3.
71
37
3.
12
41
2.
93
13
2.
96
28
2.
94
43
3.
05
21
3.
16
69

3.
28
08
3.
17
46

3.
19
94

3.
42
49

3.
56
74

13
04
椎
間
板
障
害

3.
46
20

-
5.
28
20
4.
29
04
3.
36
01
3.
21
10
3.
14
63
3.
20
31
3.
24
78
3.
34
48

3.
42
07
3.
43
27

3.
47
66

3.
69
57

3.
90
36

13
05
頸
腕
症
候
群

2.
56
63

1.
79
37
3.
21
69
3.
60
42
2.
91
74
2.
71
59
2.
51
63
2.
42
35
2.
39
37
2.
49
90

2.
50
11
2.
51
28

2.
52
52

2.
75
54

2.
89
61

つ
づ
く
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表
3　
合計
特殊
再診
率（
協会
けん
ぽの
加入
者，
医科
入院
外，
平成
24年
度）

合
計

0
～
4
歳
05
～
09
10
～
14
15
～
19
20
～
24
25
～
29
30
～
34
35
～
39
40
～
44

45
～
49

50
～
54

55
～
59

60
～
64

65
～
69

13
06
腰
痛
症
及
び
坐
骨
神
経
痛

2.
47
51

4.
09
45
3.
81
87
3.
53
70
2.
82
25
2.
37
94
2.
20
16
2.
15
99
2.
23
39
2.
28
87

2.
35
70
2.
42
27

2.
51
55

2.
75
98

2.
93
97

13
07
そ
の
他
の
脊
柱
障
害

3.
08
78

1.
78
36
2.
86
99
2.
53
39
2.
31
59
2.
46
20
2.
64
87
2.
66
92
2.
86
53
2.
95
84

3.
09
24
3.
10
98

3.
18
42

3.
34
89

3.
49
80

13
08
肩
の
傷
害
＜
損
傷
＞

3.
42
69

0.
00
00
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参加いただいた方々の協力に加え，大量なレセプト
データの処理などに精通した諸氏の協力も得てよう
やく完成できたものである。各氏に深く感謝する。

　最後に，この研究の機会を提供していただくとと
もに，本研究の成果が統計の普及と発展に資するよ
う，デモンストレーションの統計表をホームページ
に掲載していただいた厚生労働統計協会に深く感謝
する次第である。
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